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１．改正の概要
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次の方法による完全子法人化については、株式交換と同様に組織再編税制として位置づけられ、
適格要件を満たすかどうかにより、課税関係が整理されます（改正内容は次頁）。

・全部取得条項付種類株式の端株処理
・株式併合の端株処理
・株式売渡請求

平成２９年度 税制改正解説
少数株主の整理による完全子法人化の課税関係の見直し①

① 全部取得条項付種類株式の端数処理による完全子法人化

【対象となるスキーム例】

② 全部取得条項付種類株式の端数処理による完全子法人化（連結納税制度を導入している場合）
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２．実務上の留意点
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・適格株式交換の要件を満たさない場合には、非適格株式交換同様、完全子法人等の資産が時価評価の対象となる。
・連結納税制度を利用している状況下で少数株主を整理する際の課題としてあった、連結の開始等に伴う時価評価課税や

繰越欠損金の切捨てについては、適格要件を満たすことで回避することができる。

〇平成２９年１０月１日以後に行われる組織再編成について適用される。

・以下の（イ）又は（ロ）のいずれかの要件を充足すること
（イ）株式交換前のいずれか一方の法人による支配関係が、株式交換後も継続する見込みであること。
（ロ）株式交換前の同一の者による支配関係が、株式交換後も継続する見込みであること。

・完全子法人の株式交換直前の従業者の概ね８０％以上の者が、引き続き業務に従事することが見込まれること。

・完全子法人の株式交換前の主要な事業が引き続き営まれることが見込まれること。

※適格要件に関して、大綱においては「企業グループ内の株式交換と同様の適格要件」と記載。
(参考：現状の企業グループ内の株式交換の適格要件（概要））

適格要件※ 区分 改正案による課税の取り扱い(赤字が改正内容）

単体 ・課税なし

連結
・完全子法人の連結納税の開始又は加入時に伴う資産の時価評価制度の対象から除外する。
・完全子法人の連結納税の開始又は開始の前に生じた欠損金額を連結納税制度下での繰越控除の対象に加える。
 （個別所得金額を限度とする）

単体 ・非適格株式交換等に係る完全子法人等の有する資産の時価評価制度の対象として課税される

連結
・完全子法人の連結納税の開始又は加入時に伴う資産の時価評価制度の対象として課税される。
・完全子法人等の連結納税の開始又は加入前に生じた欠損金額は切り捨てられる。

満たさない

満たす

平成２９年度 税制改正解説
少数株主の整理による完全子法人化の課税関係の見直し②


